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第三者割当による第１回新株予約権（行使価額修正条項付） 

の発行及びファシリティ契約（行使停止指定条項付）の締結に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり第三者割当による新株予約権（以下「本

新株予約権」といいます。）の発行及びファシリティ契約の締結を決議いたしましたのでお知らせ

いたします。 

 

記 

 

１． 募集の概要 

（１） 割 当 日 2018年５月１日 

（２） 発行新株予約権数 15,000個 

（３） 発 行 価 額 本新株予約権１個当たり960円（総額14,400,000円） 

（４） 当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

潜在株式数：1,500,000株 

上限行使価額はありません。 

下限行使価額は451円ですが、下限行使価額においても、潜在株式

数は、1,500,000株です。 

（５） 資金調達の額（新株

予約権の行使に際し

て出資される財産の

価額） 

1,485,400,000円（差引手取概算額）（注） 

（６） 行 使 価 額 及 び 

行使価額の修正条件 

当初行使価額992円 

行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（効力発生日

は別紙「株式会社ジェイグループホールディングス第１回新株予約

権（行使価額修正条項付）発行要項」第10項をご参照ください。）

に、当該効力発生日の前取引日（以下「取引日」とは、株式会社東

京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の取引日を
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いいます。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の

終日の売買高加重平均価格の 91％に相当する金額に修正されます

が、その価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修

正後の行使価額とします。 

（７） 募集又は割当方法 第三者割当の方法によります。 

（８） 割 当 予 定 先 ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「ＳＭＢＣ日興証券」といいます。） 

（９） そ の 他 当社は、ＳＭＢＣ日興証券との間で、金融商品取引法に基づく届出

の効力発生後に、本新株予約権の買取に関する契約（以下「本新株

予約権買取契約」といいます。）を締結する予定です。本新株予約

権買取契約において、ＳＭＢＣ日興証券は、当社の事前の同意がな

い限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができな

い旨が定められる予定です。また、当社は、本新株予約権買取契約

の締結と同時に当社とＳＭＢＣ日興証券との間において、ＳＭＢＣ

日興証券が本新株予約権を行使するよう最大限努力することや、当

社の判断により、ＳＭＢＣ日興証券が本新株予約権を行使すること

ができない期間を指定できること（行使停止指定条項）等について

取り決めたファシリティ契約（以下「本ファシリティ契約」といい

ます。）を締結する予定です。なお、本ファシリティ契約に関する

詳細につきましては下記「３．資金調達方法の概要及び選択理由

（１）資金調達方法の概要」をご参照ください。 

（注） 資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を

差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額

は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。

そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加

又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が取

得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。 

 

２．募集の目的及び理由 

（１）資金調達の主な目的 

当社グループは、当社(㈱ジェイグループホールディングス)及び連結子会社(㈱ジェイプロジ

ェクト、㈱ジェイブライダル、㈱ジェイフィールド、㈱ジェイグループインターナショナル、サ

ンクスマインド㈱、㈱ボカディレクション、㈱Second ENGINE、㈱かわ屋インターナショナル、

㈱かわ屋東京、NEW FIELD HONOLULU,INC.、NEW FIELD BANGKOK CO.,LTD.、NEW FIELD NEW YORK LLC)

の計13社及び持分法適用関連会社(㈱ローズネット販売、㈱志摩ローズファーム）の２社から構

成されており、居酒屋、カフェ、レストランなどの飲食事業を中心に、不動産の賃貸及び管理業

務等を行う不動産事業、結婚式の企画運営を行うブライダル事業、食品等の卸売業や製作・販促
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事業等のその他の事業を行っております。 

当社グループの中核事業である飲食事業が属している外食業界は、景気低迷が続いたことによ

る消費不況、調理済食材や惣菜等を持ち帰って食する中食市場の成長等の影響により、成熟市場

となっており、外食事業者の既存店売上高は減少し、原材料価格や人材不足による人件費等の関

連コストが上昇傾向にあります。 

このような環境のもと、当社グループの中核事業である飲食事業においては、2018年２月末

日現在、77業態 149店舗(国内 147店舗、海外２店舗)を展開しております。外食産業が成熟化

し、お客様のニーズが多様化する中で当社グループの飲食事業は、立地特性や周辺の顧客層等の

マーケットのニーズ、店舗スペース等の出店環境に応じて業態を選択または開発する個店主義

（注）に基づく店舗展開であるため、単一の業態を開発し多店舗化を図る従来型のチェーン店の

展開手法と比較して、出店地や物件の制約が少なく出店条件に対する柔軟性を有しております。

また、多店舗を展開する中で、出店した業態がマーケットのニーズに適合しなかった場合や消費

者嗜好の変化等によりニーズに適合しなくなった場合においても、業態変更による柔軟な対応が

可能であり、安定的な店舗運営の源泉になっているものと考えております。それぞれの業態につ

いては、明確なコンセプトを持たせることで差別化を図り、ハード面における非日常的空間の演

出とソフト面における飲食の提供、接客サービスをバランス良く組み合わせることで客単価の向

上に努めております。2017年 11月には、「博多かわ屋」を運営する㈱かわ屋インターナショナ

ルを連結子会社化し業態の拡充を図っております。今後におきましても、業態開発に注力し差別

化を図ってまいります。出店方針は、ドミナントを形成しながら出店地域を徐々に拡大していく

方式であり、繁華街やビジネス街等の中心市街地、商業施設等への出店を基本としております。

当社グループにとって中核事業である飲食事業の成長は不可欠であり、今後も積極的・継続的に

新規出店を行っていく方針であります。また、既存店につきましては、リニューアル投資を行い、

既存店売上高の向上を目指してまいります。 

不動産事業においては、プロジェクト出店を推進していく方針であります。プロジェクト出店

とは、ビルや商業施設等へ開発段階から積極的に提案等を行い、飲食フロアの一括プロデュース

やビルの再開発を通じて付加価値を高め、より良い条件での出店を可能とする出店モデルであり

ます。具体的な事例として、商業フロアを一括借り上げし、フロアプロデュースしている名古屋

ルーセントタワー（名古屋市西区）や、ビル１棟を購入し自社出店及びテナント誘致しているダ

イヤモンドウェイ（名古屋市中村区）やG-SEVENS刈谷（愛知県刈谷市）、飲食ビルを建設し自社

開発したジェイグロース大曽根（名古屋市北区）やｊG金山（名古屋市中区）等がございます。

これらのプロジェクト出店の推進により、飲食事業における好立地の確保、賃料等のランニング

コストの低減を図るとともに、賃貸収入等の不動産収益を確保し、当社グループ全体での収益性

向上を目指してまいります。また、独立支援ビルの開発など、飲食事業とのシナジーを活かした

物件を積極的に開発し、恒常的な収益基盤となるよう事業拡大に取り組んでまいります。 

このような状況の中、当社グループは、ドミナントを形成しながら継続的に新規出店を行い、

プロジェクト出店の推進によって当社グループ全体での収益性向上を図ることを重要な施策と

位置付けております。そのために必要な設備投資資金及びプロジェクト出店にかかるビルや商業
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施設等の不動産取得資金及び建設資金を充実させることにより、引き続き新規出店及び新業態の

開発に注力し飲食事業の拡大に努めるとともに、不動産事業の拡大に努め、企業価値の増大を図

ることが、今回の資金調達の理由であります。 

資金調達を行うに際して、下記「３．資金調達方法の概要及び選択理由（２）資金調達方法の

選択理由」に記載のとおり多様な比較検討を行い、その１つとしてエクイティ性資金の調達につ

いて検討を進めておりました。本新株予約権は急激な希薄化を回避し既存株主の利益に配慮しつ

つ、当社の判断により、ＳＭＢＣ日興証券が本新株予約権を行使することができない期間を指定

することができる行使停止指定条項に基づく、株価動向等を見極めた資金調達が可能であり、当

社の資金需要にも則した資金調達方法と考えております。当社は、当該資金調達により新規出店

及び既存店舗のリニューアル・修繕のための設備投資資金及びプロジェクト出店にかかるビルや

商業施設等の不動産取得資金及び建設資金を確保するとともに、財務体質の一層の強化を図り、

安定的かつ強固な経営基盤を確立することができるものと考え、本新株予約権により資金調達す

ることといたしました。 

今回調達する資金に関しましては、新規出店及び既存店舗のリニューアル・修繕のための設備

投資資金の一部、プロジェクト出店にかかるビルや商業施設等の不動産取得資金及び建設資金の

一部として 2019年２月期から2022年２月期に充当する予定であり、具体的には、下記｢４．調

達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達する資金の具体的な使途｣に記載のとおりで

あります。 

当社グループは、今般の資金調達の達成が将来的な企業価値の向上につながることで既存株主

をはじめとするステークホルダーの利益に資するものと確信しております。 

（注）個店主義とは、ひとつひとつの店舗がオリジナルであり、お客様の利用価値を最大限に高

められるよう、また永く愛されるよう、丁寧に店づくりを行うことを意図しております。 

 

３．資金調達方法の概要及び選択理由 

（１）資金調達方法の概要 

今回の資金調達は、当社がＳＭＢＣ日興証券に対し、行使期間を約３年間とする行使価額

修正条項付新株予約権（行使価額の修正条項の内容は、別紙「株式会社ジェイグループホー

ルディングス第１回新株予約権（行使価額修正条項付）発行要項」第10項をご参照くださ

い。）を第三者割当の方法によって割当て、ＳＭＢＣ日興証券による本新株予約権の行使に

伴って当社の資本が増加する仕組みとなっております。 

当社はＳＭＢＣ日興証券との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に本新株予

約権買取契約及び以下の内容を含んだ本ファシリティ契約を締結する予定です。 

【本ファシリティ契約の内容】 

本ファシリティ契約は、当社とＳＭＢＣ日興証券との間において、以下のとおり、ＳＭＢ

Ｃ日興証券が本新株予約権を行使するよう最大限努力することや、当社の判断により、ＳＭ

ＢＣ日興証券が本新株予約権を行使することができない期間を指定できること（行使停止指

定条項）等について取り決めるものであります。 
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① ＳＭＢＣ日興証券による本新株予約権の行使に関する努力義務及び任意行使 

ＳＭＢＣ日興証券は、2018年５月２日から2020年10月31日までの期間（以下「フ

ァシリティ特約期間」といいます。）において、下記の②の場合を除き、残存する本

新株予約権を行使するよう最大限努力します。 

なお、約３年間の行使期間のうち最後の６か月間は、自由裁量期間となり、ＳＭＢ

Ｃ日興証券は、その保有する本新株予約権を自社の裁量で行使することができます。 

但し、ＳＭＢＣ日興証券はいかなる場合も、本新株予約権を行使する義務を負いま

せん。 

② 当社による行使停止要請通知（行使停止指定条項） 

ＳＭＢＣ日興証券は、ファシリティ特約期間において、当社からの行使停止要請通

知（以下に定義します。）があった場合、行使停止期間（以下に定義します。）の開

始日に残存する本新株予約権の全部について行使ができないものとされます。具体

的には、以下のとおりです。但し、当社の発行する株式、新株予約権又は新株予約

権付社債に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した

時又は中止されることが公表された時までの間においてはこの限りではありません。 

 当社は、ＳＭＢＣ日興証券が本新株予約権を行使することができない期間（以下

「行使停止期間」といいます。）として、ファシリティ特約期間の間の任意の期

間を指定することができます。 

 当社は、行使停止期間を指定するにあたっては、当該行使停止期間の初日の３取

引日前の日までに、ＳＭＢＣ日興証券に通知（以下「行使停止要請通知」といい

ます。）を行います。なお、当社は、行使停止要請通知を行った場合、その都度

プレスリリースにて開示いたします。 

 行使停止期間の開始日は、ファシリティ特約期間の間の取引日のいずれかの日と

し、当社による直近の行使停止要請通知に係る行使停止要請通知（以下「直前行

使停止要請通知」といます。）がある場合にあっては、行使停止期間開始日は、

直前行使停止要請通知に係る行使停止期間終了日（以下の撤回通知があった場合

は、かかる撤回通知による当該直前行使停止要請通知の失効日）の翌月の応当日

（応当日が取引日でない場合にあっては応当日後最初に到来する取引日）以降の

日付とします。 

 行使停止期間の終了日は、ファシリティ特約期間の間の取引日のいずれかの日と

し、行使停止要請通知に記載される行使停止期間開始日の翌々月の応当日（応当

日が取引日でない場合にあっては応当日前最後の取引日）までのいずれかの取引

日を指定するものとします。 

 当社は、ＳＭＢＣ日興証券に撤回通知を交付することにより、行使停止要請通知

を撤回することができます。但し、当該行使停止要請通知に係る残存行使停止期

間（撤回通知が行われた日（当日を含みます。）から当該行使停止要請通知に係

る行使停止期間終了日までの間の期間をいいます。）が２取引日未満である場合
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を除きます。なお、当社は、撤回通知を行った場合、その都度プレスリリースに

て開示いたします。 

 当社は、当社に未公表の重要事実が生じた場合には、かかる事実等について公表

された後でなければ撤回通知を行うことができません。 

 

（２）資金調達方法の選択理由 

当社は、本新株予約権の発行による資金調達方法を選択するにあたり、既存株主の利益に配慮

し当社株式の希薄化を抑制するとともに、当社の意思・判断による一定程度の機動性を確保する

こと、及び財務体質の一層の強化を図り、安定的かつ強固な経営基盤の確立に繋げることが可能

な資金調達を行うことに重点を置いて、多様な資金調達方法を比較検討してまいりました。 

上記資金調達方法の選択にあたっては、借入等のデット性資金の調達、あるいは公募増資等そ

の他のエクイティ性資金の調達についても検討いたしました。今回の資金調達は、強固な財務体

質の構築に加え、当社の中核事業である飲食事業及び不動産事業の成長を実現すべく、このよう

な目的に沿った資金調達方法として、急激な希薄化を回避し既存株主の利益に配慮しつつ、株価

動向を見極めた資金調達が可能な、当社の資金需要にも則したエクイティ性資金での調達が最適

であると考えました。そのような状況の中、ＳＭＢＣ日興証券より、第三者割当による本新株予

約権の発行及び本ファシリティ契約のご提案をいただきました。 

本ファシリティ契約は、上記「３．資金調達方法の概要及び選択理由（１）資金調達方法の概

要」に記載のとおり、当社とＳＭＢＣ日興証券との間において、ＳＭＢＣ日興証券が本新株予約

権を行使するよう最大限努力することや、当社の判断により、ＳＭＢＣ日興証券が本新株予約権

を行使することができない期間を指定できること（行使停止指定条項）等について取り決めるも

のであります。これらの取り決めにより、特にファシリティ特約期間においては本新株予約権の

行使が進むことで当社の資金調達及び資本増強が図られていくことが期待できます。また、行使

停止指定条項により、当社は、当社の判断により株価動向等を見極めながら資金調達の時期等を

一定程度コントロールすることが可能となります。さらに、上記のとおり、本新株予約権の行使

の結果交付されることとなる当社普通株式は 1,500,000株で一定であることから、本新株予約権

の行使による株式価値の希薄化が限定されているため、既存株主に与える影響を抑えながら財務

体質の一層の強化を図り、安定的かつ強固な経営基盤の確立を図ることが可能であると考えられ

ます。 

本新株予約権の全てが行使された場合には、当社の普通株式に係る総議決権数82,956個（2018

年２月28日現在）に対して18.08％の希薄化が生じるものの、当社は今回の資金調達に際し、上

記記載の背景並びに以下に記載する「本資金調達方法の特徴」及び「他の資金調達方法との比較」

を総合的に勘案した結果、本ファシリティ契約付の本新株予約権の発行による資金調達が現時点

における最良の選択であると判断いたしました。 

 

【本資金調達方法の特徴】 

本資金調達方法の特徴は、以下のとおりとなります。 
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① 本新株予約権の行使に関する努力義務及び行使停止指定条項 
ファシリティ特約期間中、(i)ＳＭＢＣ日興証券は本新株予約権を行使するよう最大限努力

するため、行使が進むことで当社の資金調達及び資本増強が図られます。加えて、(ii)行使

停止指定条項により、当社は、当社の判断によりＳＭＢＣ日興証券に対して本新株予約権を

行使しないよう要請することができ、行使停止期間中、ＳＭＢＣ日興証券は本新株予約権の

行使ができないこととなり、株価動向等を見極めながら、資金調達の時期等を一定程度コン

トロールすることができます。 

② 希薄化 
本新株予約権の目的である当社普通株式の数は1,500,000株で一定であるため、株価動向に

よらず、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社普通株式数が限定されている

こと（本新株予約権の全てが行使された場合には、当社の総議決権数82,956個（2018年２月

28日現在）に対する希薄化率は 18.08％）により、希薄化を限定し、既存株主の利益に配慮

しています。本新株予約権には上限行使価額が設定されていないため、株価上昇時には希薄

化を抑制しつつ調達金額が増大するというメリットを当社が享受できることで、既存株主の

利益に配慮した資金調達が可能となっています。 

③ 下限行使価額 
本新株予約権には下限行使価額が設定されているため、株価下落時における当社普通株式１

株当たり価値の希薄化というデメリットを一定限度に制限できることで、既存株主の利益に

配慮した資金調達が可能となっています。 

④ 割当予定先との約束事項 
当社は、ＳＭＢＣ日興証券との間で、本新株予約権の発行を除き、本新株予約権買取契約の

締結日以降、残存する本新株予約権の全てが行使された日、当社が本新株予約権の発行要項

に基づき残存する本新株予約権の全部を取得し、これを消却し、かつ、本新株予約権１個当

たり 960円の支払を完了した日、ＳＭＢＣ日興証券が残存する本新株予約権の全部を他の者

に譲渡した日又は 2021年４月 30日のいずれか先に到来する日までの間、ＳＭＢＣ日興証券

の事前の書面による承諾を受けることなく、当社の株式及び当社の株式を取得する権利ある

いは義務を有する有価証券（新株予約権、新株予約権付社債及び取得対価を当社の株式とす

る取得請求権又は取得条項の付された株式を含みますがこれらに限られません。）の発行又は

売却（ただし、ストックオプションに関わる発行、株式分割、新株予約権若しくは取得請求

権の行使又は取得条項の発動によるものを除きます。）を行わないこと、並びに上記の発行又

は売却を実施することにかかる公表を行わないことに合意する予定であります。 

⑤ 譲渡制限 
ＳＭＢＣ日興証券は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当を

受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできないこととなっています。 

⑥ 本新株予約権の取得事由 
本新株予約権の取得事由として以下の事由が定められる予定です。 

(ア) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の

発行日の翌日以降、会社法第 273条及び第274条の規定に従って通知をし、当社取締役
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会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり 960円にて、残存する本新株予約権の全

部又は一部を取得することができます。一部を取得する場合には、抽選その他の合理的

な方法により行うものとします。当社は、取得した本新株予約権を消却します。 

(イ) 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割を行うこと、又は当社

が株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となること（以下これらを総

称して「組織再編行為」といいます。）を当社の株主総会等で承認決議した場合、会社法

第 273条の規定に従って通知をし、当該組織再編行為の効力発生日より前で、かつ当社

取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり 960円にて、残存する本新株予約

権の全部を取得します。当社は、取得した本新株予約権を消却します。 

(ウ) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若し

くは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された

日又は上場廃止が決定した日から２週間後の日（休業日である場合には、その翌営業日

とする。）に、本新株予約権１個当たり960円にて、残存する本新株予約権の全部を取得

します。当社は、取得した本新株予約権を消却します。 

(エ) 当社は、本新株予約権の発行後、20連続取引日（ただし、終値のない日数を除きます。）

の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含みま

す。）が下限行使価額を下回った場合、当該20連続取引日の最終日から起算して11銀行

営業日が経過する日に、本新株予約権１個当たり 960円にて、残存する本新株予約権の

全部を取得します。当社は、取得した本新株予約権を消却します。 

⑦ 本新株予約権のデメリット 

本新株予約権については、以下の(ア)～(オ)のようなデメリットがあります。 

(ア) 本新株予約権による資金調達は、ＳＭＢＣ日興証券が本新株予約権を行使した場合に限

り、その行使された本新株予約権の目的である普通株式の数に行使価額を乗じた金額の

資金調達がなされるものとなっているため、上記「１．募集の概要」（５）に記載された

資金調達の額に相当する資金を短期間で調達することは難しくなっております。 

(イ) 本新株予約権は、上記「１．募集の概要」（６）に記載された内容に従って行使価額が修

正されるものであるため、ＳＭＢＣ日興証券が本新株予約権を全て行使したとしても同

「１．募集の概要」（５）に記載された資金調達の額に相当する資金を調達できない可能

性があります。 

(ウ) 第三者割当方式という当社とＳＭＢＣ日興証券のみの契約であるため、資金調達を行う

ために不特定多数の新投資家を幅広く勧誘することが難しくなっております。 

(エ) 本ファシリティ契約において、ＳＭＢＣ日興証券は自身の裁量によって本新株予約権を

行使するよう最大限努力すること等が規定されているものの、株価や出来高等の状況に

よっては権利行使が進まず、資金調達及び資本増強が進まず予定通り達成されない可能

性があります。加えて、株価が下限行使価額を一定期間下回った場合は、発行価額にて

取得され、資金調達及び資本増強が実現されません。 

（オ）最大希薄化株数が限定された場合においても、本新株予約権すべてが行使されるとは
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限らないため、行使終了まで最終的な希薄化を確定させることができません。 

 

【他の資金調達方法との比較】 

① 公募増資による当社普通株式の発行は、短期間で多額の資金調達を行うことが可能ではある

ものの、同時に１株当たり利益の希薄化も短期間に大きく引き起こされるため、株価に対す

る直接的な影響がより大きいと考えられます。また、通常数週間の準備期間を要するため、

株価変動等により、機動的かつタイムリーな資金調達機会を逸してしまう可能性があると考

えられます。また、発行決議日から条件決定時までの株価下落によっては、資本増強額（調

達額）が当初予定よりも減少する可能性があります。 

② 第三者割当による当社普通株式の発行は、短期間で多額の資金調達を行うことが可能ではあ

るものの、同時に１株当たり利益の希薄化も短期間に大きく引き起こされるため、株価に対

する直接的な影響がより大きいと考えられます。加えて割当先が相当程度の議決権を保有す

る大株主となるため、当社の株主構成及びコーポレートガバナンスに影響を及ぼす可能性が

あると考えられます。 

③ 株価に連動して転換価額が修正される転換社債型新株予約権付社債（以下「ＭＳＣＢ」とい

います。）は、ＭＳＣＢの割当先が転換権を有しているため発行会社のコントロールが一切及

ばず、かつ、転換終了まで転換株数（希薄化率）が未確定であるため、１株当たり利益の希

薄化に及ぼす影響の予測が困難となり、株主を不安定な状況に置くことになると考えられま

す。 

④ 新株予約権の無償割当てによる資金調達手法であるライツ・オファリングには、当社が金融

商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オファリングと、当社は元

引受契約を締結せず、新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノン・コミットメント型

ライツ・オファリングがありますが、コミットメント型ライツ・オファリングにおいては、

国内で実施された事例が少なく、ストラクチャーの検討や準備に相当の時間を要することか

ら、現時点においては当社の資金調達手法として適当でないと考えられます。また、ノン・

コミットメント型ライツ・オファリングにおいては、割当先である既存投資家の参加率が不

透明であることから、十分な額の資金調達を実現できるかどうかが不透明であると考えられ

ます。 

⑤ 本ファシリティ契約の付かない新株予約権は、当社が権利行使のタイミング等をコントロー

ルすることができず、柔軟性及び希薄化の観点から適当ではないと考えられます。コミット

メント型（割当先が一定数量の行使義務を負う形態）は株価や流動性の動きにかかわらず権

利行使する義務を負うことになり、株価推移に影響を与える可能性もあると考えられます。

また、行使価額が修正されない新株予約権は、株価上昇時にその上昇メリットを享受できず、

一方で株価下落時には行使が進まず資金調達が困難となることが考えられます。 

⑥ 借入により全額調達した場合、調達金額が負債となり、財務体質の一層の強化を図り、安定

的かつ強固な経営基盤の確立を図るという目的を達成することが出来ず、財務戦略の柔軟性

が低下することが考えられます。 
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４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

・ 本新株予約権に係る調達資金 1,502,400,000円 

本新株予約権の払込金額の総額 14,400,000 円 

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1,488,000,000円 

・ 発行諸費用の概算額 17,000,000円 

・ 差引手取概算額 1,485,400,000円 

（注）１．上記差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に

際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発

行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと

仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調

整された場合には、上記金額は増加又は減少いたします。 

 ２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

 ３．発行諸費用の概算額は、登録免許税、登記費用、弁護士費用、価額算定費用等の合

計額であります。 

 ４．本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約

権を消却した場合には、本新株予約権に係る調達資金、発行諸費用及び差引手取金

の概算額は減少いたします。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を含めた差引手取概算額は、上記

（１）に記載の通り1,485,400,000円であり、2020年２月までに700,000,000円を新規出店及び

既存店舗のリニューアル・修繕のための設備投資資金の一部に、残額を2021年４月までにプロジ

ェクト出店にかかるビルや商業施設等の不動産取得資金及び建設資金の一部に充当する予定です。 

（注）１．調達した資金は支出するまでの期間、当社の取引銀行の普通預金口座にて保管する

予定であります。 

 ２．本新株予約権の行使状況によって資金調達額や調達時期が決定されることから、支

出予定時期の期間中に行使が行われず、本新株予約権の行使による資金調達ができ

ない場合、自己資金及び銀行借入等により上記記載の使途へ充当する予定でありま

す。また、本新株予約権の行使による資金調達前に、金融機関から借入金にて調達

する必要が生じた場合には、同借入金調達後、本新株予約権の行使により調達した

資金を既存借入金を含む同借入金の返済資金に充当する予定であります。 

 ３．本新株予約権の行使時における株価推移により、上記の使途に充当する支出予定額

を上回って資金調達が行われた場合には、かかる超過分を新規出店及び既存店舗の

リニューアル・修繕のための設備投資資金の一部及び既存借入金返済の一部として

追加充当する予定です。 
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当社グループの設備投資計画は、2018年４月11日現在以下のとおりとなっております。 

 

事業所名 

（所在地） 

事業の 

種類 

設備の 

内容 

投資予定額 

資金調達方法 

着手及び完了予定年月 完成後の 

増加能力 

（席） 

総額 

（千円） 

既支払額 

（千円） 
着手 完了 

新店12店舗 飲食事業 店舗設備 600,000 － 

新株予約権の
発行及び行使
による調達資
金・借入金・
自己資金・リ
ース 

2018年 
５月 

2020年 
２月 

－ 

既存店(リニュ
ーアル予定) 

飲食事業 店舗設備 180,000 － 

新株予約権の
発行及び行使
による調達資
金・借入金・
自己資金・リ
ース 

2018年 
５月 

2020年 
２月 

－ 

既存店（修繕予
定） 

飲食事業 店舗設備 120,000 － 

新株予約権の
発行及び行使
による調達資
金・自己資金 

2018年 
５月 

2020年 
２月 

－ 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．投資予定額には、差入保証金を含んでおります。 

３．完成後の増加能力（席）は、現時点では具体的な店舗設備が決定していないことから、

記載しておりません。 

 

５．資金使途の合理性に関する考え方 

本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使による調達資金を、新規出店及

び既存店舗のリニューアル・修繕のための設備投資資金の一部、プロジェクト出店にかかるビル

や商業施設等の不動産取得資金及び建設資金の一部に充当することにより、財務体質の一層の強

化を図り、安定的かつ強固な経営基盤を確立することが可能となり、事業成長の実現と財務内容

の向上に繋がるものであり、当社の経営上合理的なものであると考えております。 

 

６．発行条件等の合理性 

（１）発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 

本新株予約権の発行要項、本新株予約権買取契約及び本ファシリティ契約に定められる諸条件

を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、第三

者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティングが算定した結果を参考として、本新株

予約権の１個の払込金額を算定結果と同額の960円としました。なお、当該算定機関は、当社普

通株式の株価、当社普通株式の流動性、当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、当社

の行動については資金調達をすべく本ファシリティ契約に基づく行使停止要請通知を行わず、取

得条項については株価が上昇している際には発動しないものの、株価が下限行使価額を 20営業

日連続で下回った場合には取得条項を発動すること等を仮定し、割当予定先の権利行使行動及び



 

  
ご注意：  この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として 

作成されたものではありません。 

  - 12 - 

割当予定先の株式保有動向等について、株価水準に留意しながら権利行使を行うものとし、行使

した本新株予約権に係る株式数を全て売却した後に次の権利行使を行うことを仮定して評価を

実施しています。当社は、当該算定機関の算定結果を参考にしつつ、また、上記「３．資金調達

方法の概要及び選択理由」に記載の事由を勘案の上、本新株予約権の払込金額が合理的であると

判断しました。また、当初行使価額は、現状の当社株価の水準などを勘案し、2018年４月10日

の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を10％上回る額としました。 

これらの結果、本日開催の取締役会において当社監査役全員（うち社外監査役２名）から、本

新株予約権の払込金額は上記算定結果に照らして割当予定先に特に有利でなく、取締役の判断に

ついて法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

今回の資金調達の後、本新株予約権の全てが行使された場合には、当社の総議決権数 82,956

個（2018年２月 28日現在）に対して 18.08％の希薄化が生じます。しかしながら、当該資金調

達は、当社の中長期的な事業規模の拡大や、財務体質の一層の強化を図り、安定的かつ強固な経

営基盤の確立に繋がるものであり、また、比較的長期間かつ継続的な資金需要の適時適切な充足

を図るものであることから、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しました。 

なお、当社普通株式の過去３年間（2015年４月から2018年３月まで）の１日当たりの平均出

来高は11,956株であり、直近６か月間（2017年10月から2018年３月まで）の同出来高におい

ても、12,983株となっており、一定の流動性を有しております。一方、本新株予約権が全て行

使された場合に交付されることとなる当社普通株式数 1,500,000株を行使期間である約３年間

で行使売却するとした場合の１日当たりの数量は約2,000株となるため、株価に与える影響は限

定的なものと考えております。また、本新株予約権の権利行使及び売却により当社株式の流動性

供給が図られるものであること、また、割当予定先として選択したＳＭＢＣ日興証券との間で、

ＳＭＢＣ日興証券が本新株予約権を行使するよう最大限努力することや、当社の判断により、Ｓ

ＭＢＣ日興証券が本新株予約権を行使することができない期間を指定できること（行使停止指定

条項）等を規定する本ファシリティ契約を締結する予定であるとともに、当該調達資金を新規出

店及び既存店舗のリニューアル・修繕のための設備投資資金の一部、プロジェクト出店にかかる

ビルや商業施設等の不動産取得資金及び建設資金の一部に充当することに鑑み、発行数量の規模

は合理的であると考えております。 

また、①本新株予約権及び本ファシリティ契約の内容により、本新株予約権の発行による資金

調達は、当社が有する選択肢の中で、当社が、当社の判断により株価動向等を見極めながら資金

調達の時期等を一定程度コントロールすることができること、②当社の判断により本新株予約権

を取得することも可能であることから、本新株予約権の発行は、市場に過度の影響を与える規模

ではなく、希薄化の規模も合理的であると判断しました。 
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７．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

（１） 名 称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

（２） 所 在 地 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

（３） 代 表 者 の 

役 職 ・ 氏 名 
取締役社長 清水 喜彦 

（４） 事 業 内 容 金融商品取引業等 

（５） 資 本 金 100億円 

（６） 設 立 年 月 日 2009年６月15日 

（７） 発 行 済 株 式 数 200,001株 

（８） 決 算 期 ３月31日 

（９） 従 業 員 数 9,095人（2017年12月31日現在） 

（10） 主 要 取 引 先 投資家及び発行体 

（11） 主 要 取 引 銀 行 株式会社三井住友銀行 

（12） 大 株 主 及 び 

持 株 比 率 
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100％ 

（13） 当 事 会 社 間 の 関 係  

 

 

 
資 本 関 係 

当該会社が当社の株式100株（2018年２月28日現在）を保有

しているほか、特筆すべき資本関係はありません。また、当社

の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間

には、特筆すべき資本関係はありません。 

 

 

 

人 的 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありませ

ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び

関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 

 

 

 

取 引 関 係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありませ

ん。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び

関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 

 

 
関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該

会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しま

せん。 

（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円。特記しているものを除きます。） 

決 算 期 2015年３月期 2016年３月期 2017年３月期 

連 結 純 資 産 666,613 697,808 544,248 

連 結 総 資 産 9,352,929 10,479,163 11,687,428 

１株当たり連結純資産（円） 3,333,048 3,489,023 2,721,226 
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連 結 営 業 収 益 352,607 318,791 361,232 

連 結 営 業 利 益 93,966 51,350 75,804 

連 結 経 常 利 益 96,242 55,826 80,064 

親会社株主に帰属する当期純利益 64,747 42,106 46,943 

１株当たり連結当期純利益（円） 323,733 210,529 234,714 

１ 株 当 た り 配 当 金 （ 円 ） ― ― ― 

（注）ＳＭＢＣ日興証券は、東京証券取引所の取引参加者であるため、東京証券取引所に対して

は反社会的勢力に該当しないことに関する確認書の提出はしていません。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社はＳＭＢＣ日興証券以外の金融機関からも提案を受けましたが、ＳＭＢＣ日興証券より提

案を受けた本資金調達手法及びその条件は、既存株主の利益に配慮し当社株式の希薄化を抑制す

るとともに、当社の中長期的な成長の源となる新規出店及び既存店舗のリニューアル・修繕のた

めの設備投資資金の一部、プロジェクト出店にかかるビルや商業施設等の不動産取得資金及び建

設資金の一部の調達を行うこと、並びに財務体質の一層の強化を図り、安定的かつ強固な経営基

盤を確立することに重点を置いている当社のニーズに最も合致しているものと判断いたしまし

た。その上で、上記「１．募集の概要」及び「３．資金調達方法の概要及び選択理由」に記載の

本資金調達方法の特徴その他の商品性全般に関する知識に加え、同「（１）割当予定先の概要」

に示すように、今回の資金調達の実施にあたり十分な信用力を有すること、国内外に厚い顧客基

盤を有する証券会社であり今回発行を予定している本新株予約権の行使により交付する普通株

式の円滑な売却が期待されること等を総合的に勘案して、ＳＭＢＣ日興証券への割当を決定いた

しました。 

（注）本新株予約権に係る割当ては、日本証券業協会会員であるＳＭＢＣ日興証券により買い

受けられるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する

規則」の適用を受けて募集が行われるものです。 

 

（３）割当予定先の保有方針及び行使制限措置 

本新株予約権買取契約において、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第

三者に譲渡することはできない旨が定められる予定です。 

ＳＭＢＣ日興証券は、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式については、借株を

用いた売却の場合には、当該借株の貸主に対して返却し、その他の場合は、適時売却していく方

針であることを口頭で説明をうけております。また、ＳＭＢＣ日興証券はいずれの場合も市場動

向を勘案し、借株を用いた売却又は適時売却を行う方針であることを口頭で説明をうけておりま

す。 

当社とＳＭＢＣ日興証券は、本新株予約権買取契約において、東京証券取引所の定める有価証

券上場規程第434条第１項、同施行規則第436条第１項から第５項までの定めに基づき、単一暦

月中に本新株予約権の行使により取得される普通株式数が、本新株予約権の払込期日時点で金融
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商品取引所が公表している直近の当社の普通株式に係る上場株式数の 10％を超える場合には、

原則として、当該 10％を超える部分に係る行使を行うことができない旨その他の同施行規則第

436条第４項に規定する内容を定める予定です。 

当社はＳＭＢＣ日興証券との間で、本新株予約権の発行を除き、本新株予約権買取契約の締結

日以降、残存する本新株予約権の全てが行使された日、当社が本新株予約権の発行要項に基づき

残存する本新株予約権の全部を取得し、これを消却し、かつ、本新株予約権１個当たり960円の

支払を完了した日、ＳＭＢＣ日興証券が残存する本新株予約権の全部を他の者に譲渡した日又は

2021年４月30日のいずれか先に到来する日までの間、ＳＭＢＣ日興証券の事前の書面による承

諾を受けることなく、当社の株式及び当社の株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券

（新株予約権、新株予約権付社債及び取得対価を当社の株式とする取得請求権又は取得条項の付

された株式を含みますがこれらに限られません。）の発行又は売却（ただし、ストックオプショ

ンに関わる発行、株式分割、新株予約権若しくは取得請求権の行使又は取得条項の発動によるも

のを除きます。）を行わないこと、並びに上記の発行又は売却を実施することにかかる公表を行

わないことに合意する予定です。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

割当予定先からは、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額の合計額に要する資金は確保されている旨、口頭で説明を受けており、割当予定先

の2017年12月31日現在の計算書類等から、当社としてかかる払込みに支障はないと判断して

おります。 

 

（５）株券貸借に関する契約 

当社は、ＳＭＢＣ日興証券との間で、本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通

株式の数量の範囲内で行う当社普通株式の売付け等以外の本案件に関わる空売りを目的として、

当社普通株式の借株を行わない旨の合意をする予定であります。 

なお、ＳＭＢＣ日興証券は有限会社ニューフィールドとの間で株券貸借取引契約の締結を行う

予定でありますが、現時点では契約内容に関して決定した事実はございません。 

 

８．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（2018年２月28日現在） 

（有）ニューフィールド 23.11％ 

サントリー酒類（株） 3.53％ 

松永 圭司 2.63％ 

安田 博 2.42％ 

新田 二郎 2.35％ 

林 芳郎 2.26％ 

二村 篤志 1.72％ 
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林 裕二 1.70％ 

生井 嘉幸 1.41％ 

石川 知巳 1.37％ 

（注） 今回の本新株予約権の募集分については、権利行使後の株式保有について長期保有を約

していないため、今回の本新株予約権の募集に係る潜在株式数を反映した「募集後の大

株主及び持株比率」を表示しておりません。なお、割当予定先が本新株予約権を全て行

使した上で取得する当社普通株式を全て保有し、かつ、本件の他に新株式発行・自己株

式処分・自己株式取得を行わないと仮定した場合、割当予定先に係る権利行使後の所有

株式数は 1,500,000株、権利行使後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、

15.31％となります（2018年２月28日現在で割当予定先が保有している当社の普通株式

を除きます。）。 

 

９．今後の見通し 

2018年４月９日付「2018年２月期決算短信」にて公表いたしました通期の連結業績目標に変

更はありません。 

なお、今回の資金調達は、上記「４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達す

る資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することにより、将来の業績に寄与するものと考え

ております。 

 

10．企業行動規範上の手続き 

本件第三者割当は、①希薄化率が 25％未満であること、②支配株主の異動を伴うものではな

いこと（本新株予約権全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるもの

ではないこと）から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者か

らの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 
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11．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結) （単位：千円） 

 2016年２月期 2017年２月期 2018年２月期 

連 結 売 上 高 13,823,145 14,357,840 14,963,244 

連 結 営 業 利 益 72,075 53,927 109,174 

連 結 経 常 利 益 72,370 61,406 154,118 

親会社株主に帰属する当期純利益

又は親会社株主に帰属する 

当 期 純 損 失 （ △ ） 

△232,946 △83,533 △30,089 

１株当たり連結当期純利益又は 

当 期 純 損 失 （ △ ）（ 円 ） 
△29.13 △10.45 △3.67 

１ 株 当 た り 配 当 額 （ 円 ） 3.0 3.0 3.0 

１株当たり連結純資産額（円） 220.71 207.93 213.31 

（注） 2018年２月期の数字は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の

監査はなされていません。 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2018年２月28日現在） 

 株 式 数 発行済株式総数に対する比率 

発 行 済 株 式 総 数 8,496,400株 100.00％ 

現時点の転換価額（行使価額）

における潜在株式数の総数 
234,000株 2.75％ 

下限値の転換価額（行使価額）

における潜在株式数の総数 
－ － 

上限値の転換価額（行使価額）

における潜在株式数の総数 
－ － 

（注）上記潜在株式数は、全てストックオプションによるものです。  

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2017年２月期 2018年２月期 2019年２月期 

始  値 748円 806円 870円 

高  値 850円 949円 905円 

安  値 740円 800円 845円 

終  値 806円 878円 901円 

（注） 2019年２月期の株価については、2018年４月10日現在で表示しております。 
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② 最近６か月間の状況 

 2017年 

11月 

2017年 

12月 

2018年 

１月 

2018年 

２月 

2018年 

３月 

2018年 

4月 

始  値 849円 885円 919円 927円 870円 894円 

高  値 884円 921円 949円 936円 893円 905円 

安  値 845円 858円 902円 877円 845円 893円 

終  値 884円 919円 930円 878円 892円 901円 

（注） 2018年４月の株価については、2018年４月10日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議前営業日における株価 

 2018年４月10日現在 

始  値 900円 

高  値 905円 

安  値 900円 

終  値 901円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

   該当事項はありません。 

 

以 上 
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（別紙） 

株式会社ジェイグループホールディングス 
第１回新株予約権（行使価額修正条項付） 

発行要項 

 

１. 本新株予約権の名称 株式会社ジェイグループホールディングス第１回新株予約権

（行使価額修正条項付） 

（以下「本新株予約権」という。） 

２. 本新株予約権の払込金額の総額 金14,400,000円 

３. 申込期日 2018年４月27日 

４. 割当日及び払込期日 2018年５月１日 

５. 募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を、ＳＭＢＣ日

興証券株式会社に割当てる。 

６. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(１) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 1,500,000株とする（本

新株予約権１個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数（以下「交付株式数」

という。）は、100株とする。）。但し、本項第(２)号乃至第(５)号により交付株式数が調

整される場合には、本新株予約権の目的である普通株式の総数も調整後交付株式数に応

じて調整されるものとする。 

(２) 本新株予約権の発行後、第11項第(２)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株

式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、交付株式数は次の算式

により調整される。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、

第11項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

 

 調整後交付株式数＝ 
調整前交付株式数×調整前行使価額 

調整後行使価額 

 

(３) 前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる交付株式数についてのみ

行われ、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。 

(４) 調整後の交付株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第11項第(２)号及び第(４)号に

よる行使価額の調整に関し、各号に定める調整後の行使価額を適用する日と同日とする。 

(５) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の交付株式数の適用開始日の前日まで

に、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、

調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第11

項第(２)号④に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができな

い場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

７. 本新株予約権の総数 15,000個 
８. 各本新株予約権の払込金額  金 960円（本新株予約権の目的である普通株式１株当たり金
9.60円） 
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９. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  

(１) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各本新株予約

権の行使により交付を受けることができる当社普通株式１株当たりの金額（以下「行使

価額」という。）に交付株式数を乗じた額とする。 

(２) 行使価額は、当初金992円とする。但し、行使価額は第10項又は第11項に従い、修正

又は調整されることがある。 

10. 行使価額の修正 

本新株予約権の発行後、行使価額は、第16項第(３)号に定める本新株予約権の各行使請求

の効力発生日（以下「決定日」という。）に、決定日の前取引日（但し、決定日の前取引日に

当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ」という。）のない場

合には、その直前のＶＷＡＰのある取引日とする。以下「時価算定日」という。）の株式会社

東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引のＶＷ

ＡＰの91％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切上げる。以下

「修正後行使価額」という。）に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。但

し、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が金 451

円（以下「下限行使価額」という。但し、第11項による調整を受ける。）を下回る場合には、

修正後行使価額は下限行使価額とする。 

本新株予約権の行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、

当該本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。 

11. 行使価額の調整 

(１) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(２)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済

普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式

（以下「行使価額調整式」という。）により行使価額を調整する。 

 

 
 既発行普通株式数 ＋ 

新発行・処分普通株式数×１株当たりの払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

時    価 

既発行普通株式数 ＋ 新発行・処分普通株式数 

 

(２) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使

価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

① 本項第(３)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場

合（但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する

場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を

除く。） 

調整後の行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当て

を受ける権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日の翌日以降、これを適
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用する。 

② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当て（以下総称して「株式分割

等」という。）をする場合 

調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基

準日又は株主確定日（基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日）の翌

日以降これを適用する。 

③ 本項第(３)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに

取得される証券（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）又は当社普

通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券

（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）又は行使することにより当

社普通株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）を発行する場合（なお、新株予約権無償割当ての場合（新株予約権付

社債を無償で割当てる場合を含む。）は、新株予約権を無償で発行したものとして本

③を適用する。） 

調整後の行使価額は、発行される証券（権利）又は新株予約権（新株予約権の交付

と引換えに取得される証券（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）

に関して交付の対象となる新株予約権を含む。）の全てが当初の行使価額で取得され

又は当初の行使価額で行使されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出す

るものとし、当該証券（権利）又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌

日（当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与え

る株主を定めるための基準日又は株主確定日（基準日又は株主確定日を定めない場

合は、その効力発生日）の翌日）以降これを適用する。 

但し、本③に定める証券（権利）又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発

行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新

株予約権者が同意したときは、調整後の行使価額は、当該証券（権利）又は新株予

約権（新株予約権の交付と引換えに取得される証券（権利）若しくは取得させるこ

とができる証券（権利）に関して交付の対象となる新株予約権を含む。）の全てにつ

いてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日（以下

「転換・行使開始日」という。）において取得の請求、取得条項による取得又は行使

により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出す

るものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。 

④ 本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、且つ効力の発生

が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認

を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当

該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日又は

株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求

をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株
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式を追加交付する。 

 

株式数＝ 
(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額 

 

この場合に１株未満の端数が生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わな

い。 

(３) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を

切り捨てる。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引

日目に始まる 30取引日（終値のない日数を除く。）の東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値とする。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨

てる。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割

当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又

は株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の１か月

前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普

通株式の数を控除した数とする。また、本項第(２)号②の株式分割の場合には、行

使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日におい

て当社が有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 

④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満に

とどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調

整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整

前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するものと

する。 

(４) 本項第(２)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社

は、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とすると

き。（但し、第14項第(２)号に定める場合を除く。） 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により

行使価額の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後

の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮す

る必要があるとき。 

(５) 本項第(２)号の規定にかかわらず、時価算定日が、振替機関（第20項に定める振替機関

をいう。以下同じ。）の定める新株予約権行使請求を取り次がない日の初日より前である



 

  
ご注意：  この文書は当社が本新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として 

作成されたものではありません。 

  - 23 - 

場合に限り、本項第(２)号に基づく行使価額の調整を行うものとする。但し、下限行使

価額については、常にかかる調整を行うものとする。 

(６) 本項第(１)号乃至第(５)号により行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整され

るときを含む。）は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行

使価額（下限行使価額を含む。以下本号において同じ。）、調整後の行使価額及びその適

用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前

記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 

12. 本新株予約権の行使可能期間 

2018年５月２日から 2021年４月 30日（但し、第 14項各号に従って当社が本新株予約権

の全部又は一部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による

取得の効力発生日の前銀行営業日）までとする。但し、行使可能期間の最終日が銀行営業日

でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関が必要であると認めた日

については本新株予約権の行使をすることができないものとする。 

13. その他の本新株予約権の行使の条件  

各本新株予約権の一部行使はできない。 

14. 本新株予約権の取得事由 

(１) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の

発行日の翌日以降、会社法第 273条及び第 274条の規定に従って通知をし、当社取締役

会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり金 960円にて、残存する本新株予約権の

全部又は一部を取得することができる。一部を取得する場合には、抽選その他の合理的

な方法により行うものとする。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 

(２) 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割を行うこと、又は当社

が株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となること（以下これらを総

称して「組織再編行為」という。）を当社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、

取締役会）で承認決議した場合、会社法第 273条の規定に従って通知をし、当該組織再

編行為の効力発生日より前で、且つ当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個

当たり金 960円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新

株予約権を消却するものとする。 

(３) 当社は、当社が発行する普通株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄

若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定さ

れた日又は上場廃止が決定した日から２週間後の日（休業日である場合には、その翌営

業日とする。）に、本新株予約権１個当たり金960円にて、残存する本新株予約権の全部

を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 

(４) 当社は、本新株予約権の発行後、20連続取引日（但し、終値のない日は除く。）の東京

証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値が下限行使価額を下回った場

合、当該 20連続取引日の最終日から起算して11銀行営業日が経過する日に、本新株予

約権１個当たり金 960円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得

した本新株予約権を消却するものとする。なお、上記 20連続取引日の間に第 11項に定
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める行使価額の調整の原因となる事由が生じた場合には、当該20連続取引日の東京証券

取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値は、本号の適用上、当該事由を勘

案して調整されるものとする。 

15. 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規

則第 17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5を乗じた金額とし、

計算の結果１円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とする。増加する資本準備

金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

16. 本新株予約権の行使請求の方法 

(１) 本新株予約権の行使は、行使可能期間中に第17項に定める行使請求受付場所に行使請求

に必要な事項の通知が行われることにより行われる。 

(２) 本新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予

約権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金にて第 18項に定める払込取扱場所

の当社が指定する口座に振込むものとする。 

(３) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使可能期間中に第17項に定める行使請求受付場所

に対して行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、且つ当該本新株予約権の行使に

際して払込をなすべき額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。 

17. 行使請求受付場所 

株式会社アイ・アール・ジャパン 

18. 払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 名古屋支店 

19. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等 

本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替

法」という。）第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定め

た新株予約権であり、社債等振替法第 164条第２項に定める場合を除き、新株予約権証券を

発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される普

通株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則

に従う。 

20. 振替機関 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

21. 本新株予約権の発行価額及びその行使に際して払込をなすべき額の算定理由 

本要項並びに割当先との間で締結する予定の本新株予約権買取契約及びファシリティ契約

に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーシ

ョンを基礎として、当社普通株式の株価、当社普通株式の流動性、当社の資金調達需要等に

ついて一定の前提を置き、当社の行動については資金調達をすべくファシリティ契約に基づ

く行使停止要請通知を行わず、取得条項については株価が上昇している際には発動しないも

のの、株価が下限行使価額を20営業日連続で下回った場合には取得条項を発動すること等を

仮定し、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について、株価水準に留意しな
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がら権利行使を行うものとし、行使した新株予約権に係る株式数を全て売却した後に次の権

利行使を行うことを仮定して評価した結果を参考に、本新株予約権１個の払込金額を評価結

果と同額の金960円とした。 

また、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第９項記載の通りとし、行使

価額は当初、2018年４月 10日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を

10％上回る額とした。 

22. １単元の数の定めの廃止等に伴う取扱い 

本新株予約権の割当日後、当社が１単元の株式の数の定めを廃止する場合等、本要項の規

定中読替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

23. その他 

(１) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合

には、当社は必要な措置を講じる。 

(２) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(３) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社取締役社長又はその指名する者に一

任する。 

  

以    上 

 


